
昭
和
六
十
二
年
総
理
府
・
運
輸
省
令
第
一
号

船
舶
か
ら
の
有
害
液
体
物
質
の
排
出
に
係
る
事
前
処
理
の
方
法
等
に
関
す
る
省
令

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
第
一
条
の
八
第
三
項
及
び
別
表
第
一
の
七
並
び
に
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
）
附
則
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
船
舶
か
ら
の
有
害
液
体
物
質
の
排
出
に
係
る
事
前
処
理
の
方
法
等
に
関
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
凝
固
性
物
質
」
と
は
、
取
卸
し
の
際
、
そ
の
温
度
が
そ
の
融
点
に
五
度
（
融
点
が
十
五
度
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
度
）
を
加
え
た
温
度
未
満
の
温
度
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
物
質
を
い
う
。

２
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
非
凝
固
性
物
質
」
と
は
、
凝
固
性
物
質
以
外
の
物
質
を
い
う
。

３
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
高
粘
性
物
質
」
と
は
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
第
一
号
に
掲
げ
る
Ｘ
類
物
質
等
（
以
下
単
に
「
Ｘ
類
物
質
等
」
と
い
う
。
）
又
は

同
表
第
二
号
に
掲
げ
る
Ｙ
類
物
質
等
（
以
下
単
に
「
Ｙ
類
物
質
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
取
卸
し
の
際
の
温
度
に
お
い
て
五
十
ミ
リ
パ
ス
カ
ル
秒
以
上
の
粘
度
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

４
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
低
粘
性
物
質
」
と
は
、
高
粘
性
物
質
以
外
の
物
質
を
い
う
。

５
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
残
留
性
浮
遊
物
質
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
物
質
を
い
う
。

一
　
密
度
が
海
水
の
密
度
以
下
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
蒸
気
圧
が
〇
・
三
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
水
に
対
す
る
溶
解
度
が
〇
・
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
（
当
該
物
質
が
固
体
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
十
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
）
以
下
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
温
度
二
十
度
に
お
け
る
動
粘
度
が
十
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
毎
秒
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
膜
を
生
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

６
　
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
及
び
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
Ｘ
類
物
質
等
に
係
る
ス
ト
リ
ッ
ピ
ン
グ
）

第
二
条
　
令
別
表
第
一
の
六
第
一
号
イ
の
国
土
交
通
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
装
置
は
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
船
舶
の
設
備
等
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和

五
十
八
年
運
輸
省
令
第
三
十
八
号
。
以
下
「
技
術
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ス
ト
リ
ッ
ピ
ン
グ
装
置
（
以
下
「
ス
ト
リ
ッ
ピ
ン
グ
装
置
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２
　
前
項
の
ス
ト
リ
ッ
ピ
ン
グ
装
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
用
い
る
も
の
と
す
る
。

一
　
船
舶
の
縦
傾
斜
及
び
横
傾
斜
を
貨
物

そ
う艙

の
吸
引
点
に
向
か
う
貨
物
の
流
れ
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
傾
斜
に
し
て
用
い
る
こ
と
。

二
　
当
該
装
置
の
能
力
の

大
限
度
ま
で
作
動
さ
せ
る
こ
と
。

（
Ｘ
類
物
質
等
に
係
る
予
備
洗
浄
）

第
三
条
　
令
別
表
第
一
の
六
第
一
号
ロ
（
２
）
の
国
土
交
通
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
装
置
は
、
技
術
基
準
省
令
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
予
備
洗
浄
装
置
（
以
下
「
予
備
洗
浄
装
置
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２
　
前
項
の
予
備
洗
浄
装
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
用
い
る
も
の
と
す
る
。

一
　
船
舶
の
縦
傾
斜
及
び
横
傾
斜
を
貨
物
艙
の
吸
引
点
に
向
か
う
洗
浄
水
の
流
れ
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
傾
斜
に
し
、
か
つ
、
洗
浄
中
に
お
い
て
洗
浄
水
を
当
該
貨
物
艙
か
ら
連
続
し
て
除
去
し
つ
つ
用
い
る
こ
と
。

二
　
水
（
凝
固
性
物
質
で
あ
る
も
の
又
は
非
凝
固
性
物
質
で
あ
つ
て
温
度
二
十
度
に
お
い
て
五
十
ミ
リ
パ
ス
カ
ル
秒
以
上
の
粘
度
を
有
す
る
も
の
の
輸
送
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
貨
物
艙
を
洗
浄
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
温
度
六
十

度
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
用
い
る
こ
と
。

三
　
洗
浄
水
に
洗
浄
剤
を
添
加
し
て
洗
浄
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
洗
浄
剤
は
Ｘ
類
物
質
等
を
含
ま
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
洗
浄
剤
中
の
Ｘ
類
物
質
等
（
生
分
解
試
験
に
お
い
て
、
易
分
解
性
で
あ
る
も
の
に

限
る
。
）
の
濃
度
の
合
計
が
十
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
方
法
（
平
成
六
年
七
月
一
日
以
後
に
建
造
さ
れ
た
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
限
る
。
）
に
よ
り
洗
浄
す
る
こ
と
。

イ
　
貨
物
艙
一
艙
当
た
り
の
洗
浄
水
の
量
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
量
以
上
と
な
る
よ
う
に
洗
浄
す
る
こ
と
。

物
質
の
区
分

貨
物
艙
一
艙
当
た
り
の
洗
浄
水
の
量
（
立
方
メ
ー
ト
ル
）

凝
固
性
物
質
で
あ
る
も
の
又
は
高
粘
性
物
質
で
あ
る
も
の

２
．
４×

（
１
５
ｒ
０
．
８

＋
５
ｒ
０
．
７×

Ｖ×

１
０－

３

）

非
凝
固
性
物
質
で
あ
つ
て
低
粘
性
物
質
で
あ
る
も
の

１
．
２×

（
１
５
ｒ
０
．
８

＋
５
ｒ
０
．
７×

Ｖ×

１
０－

３

）

備
考
　
こ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
算
式
中
次
に
掲
げ
る
記
号
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

Ｖ
　
貨
物
艙
一
艙
当
た
り
の
容
量
を
立
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数
値

ｒ
　
貨
物
艙
一
艙
当
た
り
の
Ｘ
類
物
質
等
の
残
留
量
を
立
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数
値
。
た
だ
し
、
Ｖ
が
一
〇
〇
以
下
で
あ
つ
て
当
該
残
留
量
が
〇
・
〇
四
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
〇
・
〇
四
と
し
、
Ｖ

が
一
〇
〇
を
超
え
五
〇
〇
未
満
で
あ
つ
て
当
該
残
留
量
が
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
量
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
量
と
し
、
Ｖ
が
五
〇
〇
以
上
で
あ
つ
て
当
該
残
留
量
が
〇
・
一
立
方
メ

ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
〇
・
一
と
す
る
。

ｒ＝

１
５×

Ｖ×

１
０－

５

＋
２
５×

１
０－

３

ロ
　
洗
浄
機
を
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
サ
イ
ク
ル
数
（
洗
浄
機
を
連
続
し
て
作
動
さ
せ
た
場
合
に
当
該
洗
浄
機
が
同
一
の
方
位
と
な
る
ま
で
の
一
過
程
を

一
サ
イ
ク
ル
と
し
た
場
合
の
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
上
作
動
さ
せ
る
こ
と
。

（１）
　
凝
固
性
物
質
で
あ
る
も
の
　
二

（２）
　
非
凝
固
性
物
質
で
あ
る
も
の
　
一

1



３
　
前
項
（
第
四
号
ロ
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
洗
浄
が
行
わ
れ
た
貨
物
艙
か
ら
除
去
さ
れ
た
洗
浄
水
（
船
外
に
除
去
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
は
、
当
該
貨
物
艙
に
積
載
さ
れ
て
い
た
物
質
と
同
一
の
も
の
が
積
載
さ
れ
て
い
た
他
の

貨
物
艙
を
連
続
し
て
洗
浄
す
る
場
合
に
の
み
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
予
備
洗
浄
装
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
用
い
る
も
の
と
す
る
。

一
　
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
二
号
中
「
水
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
洗
浄
水
中
に
含
ま
れ
る
Ｘ
類
物
質
等
の
濃
度
が
五
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

の
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
　
洗
浄
後
、
洗
浄
し
た
貨
物
艙
の
す
べ
て
の
表
面
に
つ
い
て
、
水
を
用
い
て
十
分
に
洗
浄
す
る
こ
と
。

（
Ｙ
類
物
質
等
又
は
Ｚ
類
物
質
等
に
係
る
ス
ト
リ
ッ
ピ
ン
グ
）

第
四
条
　
令
別
表
第
一
の
六
第
二
号
イ
の
国
土
交
通
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
Ｙ
類
物
質
等
（
非
凝
固
性
物
質
で
あ
つ
て
低
粘
性
物
質
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
令
別
表
第
一
第
三
号
に
掲
げ
る
Ｚ
類
物
質
等
（
以
下
単

に
「
Ｚ
類
物
質
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

２
　
令
別
表
第
一
の
六
第
二
号
イ
の
国
土
交
通
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
装
置
は
、
ス
ト
リ
ッ
ピ
ン
グ
装
置
と
す
る
。

３
　
前
項
の
ス
ト
リ
ッ
ピ
ン
グ
装
置
は
、
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
用
い
る
も
の
と
す
る
。

（
Ｙ
類
物
質
等
又
は
Ｚ
類
物
質
等
に
係
る
予
備
洗
浄
）

第
五
条
　
令
別
表
第
一
の
六
第
二
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
装
置
は
、
予
備
洗
浄
装
置
と
す
る
。

２
　
前
項
の
予
備
洗
浄
装
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
用
い
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
三
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

二
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
方
法
（
平
成
六
年
七
月
一
日
以
後
に
建
造
さ
れ
た
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
限
る
。
）
に
よ
り
洗
浄
す
る
こ
と
。

イ
　
貨
物
艙
一
艙
当
た
り
の
洗
浄
水
の
量
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
質
の
区
分
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
取
卸
し
を
行
う
海
域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
量
以
上
と
な

る
よ
う
に
洗
浄
す
る
こ
と
。

物
質
の
区
分

取
卸
し
を
行
う
海
域

貨
物
艙
一
艙
当
た
り
の
洗
浄
水
の
量
（
立
方
メ
ー
ト
ル
）

一
　
凝
固
性
物
質
で
あ
る
も
の
又
は
高
粘
性
物
質
で
あ
る
も
の

全
て
の
海
域

１
５
ｒ
０
．
８

＋
５
ｒ
０
．
７×

Ｖ×

１
０－

３

二
　
非
凝
固
性
物
質
で
あ
つ
て
低
粘
性
物
質
で
あ
る
も
の
（
次
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

全
て
の
海
域

０
．
５×

（
１
５
ｒ
０
．
８

＋
５
ｒ
０
．
７×

Ｖ×

１
０－

３

）

三
　
特
定
残
留
性
浮
遊
物
質
（
残
留
性
浮
遊
物
質
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
も
の

イ
　
非
凝
固
性
物
質
で
あ
つ
て
低
粘
性
物
質
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
Ｙ
類
物
質
等
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
温
度
二
十
度
に
お
け
る
粘
度
が
五
十
ミ
リ
パ
ス
カ
ル
秒
以
上
で
あ
る
物
質
又
は
融
点
が
温

度
零
度
以
上
で
あ
る
物
質
で
あ
る
こ
と
。

北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
海
域
、
バ
ル
テ
ィ
ッ
ク
海
海
域
、
別
表
に

掲
げ
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
海
域
及
び
同
表
に
掲
げ
る
ノ
ル
ウ

ェ
ー
海
域
以
外
の
海
域

０
．
５×

（
１
５
ｒ
０
．
８

＋
５
ｒ
０
．
７×

Ｖ×

１
０－

３

）

北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
海
域
、
バ
ル
テ
ィ
ッ
ク
海
海
域
、
別
表
に

掲
げ
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
海
域
及
び
同
表
に
掲
げ
る
ノ
ル
ウ

ェ
ー
海
域

１
５
ｒ
０
．
８

＋
５
ｒ
０
．
７×

Ｖ×

１
０－

３

備
考
　
こ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
算
式
中
次
に
掲
げ
る
記
号
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

Ｖ
　
貨
物
艙
一
艙
当
た
り
の
容
量
を
立
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数
値

ｒ
　
貨
物
艙
一
艙
当
た
り
の
Ｙ
類
物
質
等
又
は
Ｚ
類
物
質
等
の
残
留
量
を
立
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数
値
。
た
だ
し
、
Ｖ
が
一
〇
〇
以
下
で
あ
つ
て
当
該
残
留
量
が
〇
・
〇
四
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
〇
・

〇
四
と
し
、
Ｖ
が
一
〇
〇
を
超
え
五
〇
〇
未
満
で
あ
つ
て
当
該
残
留
量
が
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
量
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
量
と
し
、
Ｖ
が
五
〇
〇
以
上
で
あ
つ
て
当
該
残
留
量
が

〇
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
〇
・
一
と
す
る
。

ｒ＝

１
５
ｒ
０
．
８

＋
５
ｒ
０
．
７×

Ｖ×

１
０－

３

ロ
　
洗
浄
機
を
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
質
の
区
分
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
取
卸
し
を
行
う
海
域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
サ
イ
ク
ル
数
以
上
作
動
さ
せ
る
こ
と
。

物
質
の
区
分

取
卸
し
を
行
う
海
域

サ
イ
ク
ル
数

一
　
凝
固
性
物
質
で
あ
る
も
の

全
て
の
海
域

一

二
　
非
凝
固
性
物
質
で
あ
る
も
の
（
次
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

全
て
の
海
域

二
分
の
一

三
　
特
定
残
留
性
浮
遊
物
質
で
あ
る
も
の

北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
海
域
、
バ
ル
テ
ィ
ッ
ク
海
海
域
、
別
表
に
掲
げ
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
海
域
及
び
同
表
に
掲
げ
る
ノ
ル
ウ
ェ
ー
海
域
以
外

の
海
域

二
分
の
一

北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
海
域
、
バ
ル
テ
ィ
ッ
ク
海
海
域
、
別
表
に
掲
げ
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
海
域
及
び
同
表
に
掲
げ
る
ノ
ル
ウ
ェ
ー
海
域

一

３
　
前
項
（
第
二
号
ロ
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
洗
浄
が
行
わ
れ
た
貨
物
艙
か
ら
除
去
さ
れ
た
洗
浄
水
（
船
外
に
除
去
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
は
、
当
該
貨
物
艙
に
積
載
さ
れ
て
い
た
物
質
と
同
一
の
も
の
が
積
載
さ
れ
て
い
た
他
の

貨
物
艙
を
連
続
し
て
洗
浄
す
る
場
合
に
の
み
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
予
備
洗
浄
装
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
用
い
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
三
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
前
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
水
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
洗
浄
水
中
に
含
ま
れ
る
Ｙ
類
物
質
等
又
は
Ｚ
類

物
質
等
の
濃
度
が
五
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
　
洗
浄
後
、
洗
浄
し
た
貨
物
艙
の
す
べ
て
の
表
面
に
つ
い
て
、
水
を
用
い
て
十
分
に
洗
浄
す
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
命
令
は
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
五
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
定
め
る
日
（
昭
和
六
十
二
年
四
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
四
月
三
日
総
理
府
・
運
輸
省
令
第
二
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
七
月
六
日
総
理
府
・
運
輸
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
年
政
令
第
九
十
九
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
年
十
月
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
一
七
日
総
理
府
・
運
輸
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
五
年
四
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
二
月
一
八
日
総
理
府
・
運
輸
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
総
理
府
・
運
輸
省
令
第
二
号
）

こ
の
命
令
は
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
三
日
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
日
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
八
日
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
二
月
二
八
日
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
〇
月
二
三
日
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
五
条
第
二
項
関
係
）

海
域

名

海
域
の
範
囲

西
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

海
域

北
緯
五
十
八
度
三
十
分
経
度
〇
度
の
点
か
ら
陸
岸
ま
で
二
七
〇
度
に
引
い
た
線
、
同
点
、
北
緯
六
十
二
度
経
度
〇
度
の
点
、
北
緯
六
十
二
度
西
経
三
度
の
点
、
北
緯
五
十
六
度
三
十
分
西
経
十
二
度
の
点
、
北
緯
五
十
四
度
四
十
分

四
十
秒
・
九
西
経
十
五
度
の
点
、
北
緯
五
十
度
五
十
六
分
四
十
五
秒
・
三
西
経
十
五
度
の
点
、
北
緯
四
十
八
度
二
十
七
分
西
経
六
度
二
十
五
分
の
点
、
北
緯
四
十
八
度
二
十
七
分
西
経
八
度
の
点
、
北
緯
四
十
四
度
五
十
二
分
西
経

三
度
十
分
の
点
、
北
緯
四
十
四
度
五
十
二
分
西
経
十
度
の
点
、
北
緯
四
十
四
度
十
四
分
西
経
十
一
度
三
十
四
分
の
点
、
北
緯
四
十
二
度
五
十
五
分
西
経
十
二
度
十
八
分
の
点
、
北
緯
四
十
一
度
五
十
分
西
経
十
一
度
三
十
四
分
の

点
、
北
緯
三
十
七
度
西
経
九
度
四
十
九
分
の
点
、
北
緯
三
十
六
度
二
十
分
西
経
九
度
の
点
、
北
緯
三
十
六
度
二
十
分
西
経
七
度
四
十
七
分
の
点
及
び
北
緯
三
十
七
度
十
分
西
経
七
度
二
十
五
分
の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
並
び
に
北
緯

五
十
一
度
二
十
二
分
二
十
五
秒
東
経
三
度
二
十
一
分
五
十
二
秒
・
五
の
点
と
英
国
東
岸
の
北
緯
五
十
二
度
十
二
分
の
点
を
結
ん
だ
線
並
び
に
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
（
北
緯
五
十
二
度
十
・
三
分
西
経
六
度
二
十
一
・
八
分
の

点
と
北
緯
五
十
二
度
一
・
五
二
分
西
経
五
度
四
・
一
八
分
の
点
を
結
ん
だ
線
及
び
北
緯
五
十
四
度
五
十
一
・
四
三
分
西
経
五
度
八
・
四
七
分
の
点
と
北
緯
五
十
四
度
四
十
・
三
九
分
西
経
五
度
三
十
四
・
三
四
分
の
点
を
結
ん
だ
線

並
び
に
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
を
除
く
。
）

ノ
ル

ウ
ェ

ー
海

域

北
緯
六
十
九
度
四
十
七
・
六
九
〇
四
分
東
経
三
十
度
四
十
九
・
〇
五
九
分
の
点
、
北
緯
六
十
九
度
五
十
八
・
七
五
八
分
東
経
三
十
一
度
六
・
二
五
九
八
分
の
点
、
北
緯
七
十
度
八
・
六
二
五
分
東
経
三
十
一
度
三
十
五
・
一
三
五
四

分
の
点
、
北
緯
七
十
度
十
六
・
四
八
二
六
分
東
経
三
十
二
度
四
・
三
八
三
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
二
十
三
・
〇
六
五
二
分
東
経
三
十
六
度
二
十
八
・
五
七
三
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
三
十
五
・
六
五
八
六
分
東
経
三
十
五

度
二
十
七
・
三
三
七
八
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
二
・
九
七
四
八
分
東
経
三
十
三
度
十
七
・
八
五
九
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
二
十
・
七
〇
八
四
分
東
経
三
十
度
三
十
三
・
五
〇
五
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
二
十
九
・
七
九

七
二
分
東
経
二
十
六
度
二
十
八
・
一
八
〇
八
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
二
十
四
・
二
四
四
八
分
東
経
二
十
二
度
五
十
五
・
〇
二
七
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
十
三
・
七
二
二
六
分
東
経
二
十
度
十
五
・
九
七
六
二
分
の
点
、
北
緯

七
十
三
度
三
十
五
・
四
三
九
分
東
経
十
六
度
三
十
六
・
四
九
七
四
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
十
四
・
八
二
五
四
分
東
経
十
四
度
九
・
四
二
六
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
二
度
四
十
二
・
五
四
分
東
経
十
一
度
四
十
二
・
一
三
九
二
分
の

点
、
北
緯
七
十
一
度
五
十
八
・
二
分
東
経
九
度
五
十
四
・
九
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
一
度
三
十
七
・
五
六
一
二
分
東
経
八
度
四
十
三
・
八
二
二
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
度
四
十
三
・
一
六
一
分
東
経
六
度
三
十
六
・
〇
六
七
二
分
の

点
、
北
緯
六
十
九
度
三
十
六
・
六
二
四
分
東
経
四
度
四
十
七
・
三
二
二
分
の
点
、
北
緯
六
十
八
度
五
十
八
・
三
一
六
四
分
東
経
三
度
五
十
一
・
二
一
五
四
分
の
点
、
北
緯
六
十
八
度
十
四
・
九
八
九
二
分
東
経
三
度
十
七
・
〇
三
二

二
分
の
点
、
北
緯
六
十
七
度
二
十
五
・
七
九
八
二
分
東
経
三
度
十
・
二
〇
七
八
分
の
点
、
北
緯
六
十
六
度
四
十
九
・
七
二
九
二
分
東
経
三
度
二
十
五
・
一
三
〇
四
分
の
点
、
北
緯
六
十
六
度
二
十
五
・
九
三
四
四
分
東
経
三
度
十

七
・
一
一
〇
二
分
の
点
、
北
緯
六
十
五
度
二
十
二
・
七
二
一
四
分
東
経
一
度
二
十
四
・
五
九
二
八
分
の
点
、
北
緯
六
十
四
度
二
十
五
・
九
六
九
二
分
西
経
〇
度
二
十
九
・
三
二
一
四
分
の
点
、
北
緯
六
十
三
度
五
十
三
・
二
二
四
二

分
西
経
〇
度
二
十
九
・
四
四
二
分
の
点
、
北
緯
六
十
二
度
五
十
三
・
四
六
五
四
分
東
経
〇
度
三
十
八
・
三
五
五
分
の
点
、
北
緯
六
十
二
度
東
経
一
度
二
十
二
・
二
四
九
八
分
の
点
及
び
北
緯
六
十
二
度
東
経
四
度
五
十
二
・
三
四
六

四
分
の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
並
び
に
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
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